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(57)【要約】
【課題】多種類のライフログ情報に対しその情報開示の
許否を簡単かつ短時間に設定可能とする。
【解決手段】ユーザ端末において、ライフログ生成プロ
グラム１３２の制御の下で、ライフログ情報をその形式
を表す情報“What”、“Whom”、“Where”を付加して
ライフログ蓄積部１４２に蓄積する。そして、ライフロ
グ情報の表示要求の入力に応じて、ライフログ連結表示
制御プログラム１３３の制御の下、上記ライフログ蓄積
部１４２からサービス種別ごとに該当するライフログ情
報を読み出し、この読み出された複数のライフログ情報
を同一時間帯に含まれるもの同士で「“What”情報・“
Whom”情報＠“Where”情報」のように連結して、表示
デバイス２０に表示させるようにしたものである。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データベースに蓄積されているユーザの行動履歴に関する種類の異なる複数の個人情報
の開示を支援する個人情報開示支援装置であって、
　前記個人情報の各々にその種類を表す識別情報を付加する手段と、
　前記個人情報の開示要求の入力に応じて、前記データベースから当該開示要求に該当す
る複数の個人情報を読み出し、この読み出された複数の個人情報を当該個人情報に付加さ
れた識別情報と予め指定された連結条件をもとに関連性のあるもの同士で種類を超えて連
結する手段と、
　前記連結された個人情報を１つの提示単位として前記ユーザに提示する手段と
を具備することを特徴とする個人情報開示支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば携帯端末やパーソナル・コンピュータのデータベースに蓄積されて
いるユーザの行動履歴に関する情報を開示する際に使用される個人情報開示支援装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種センサの小型化により、携帯電話機をはじめユーザが常時所持する携帯端末
やパーソナル・コンピュータ内に各種センサを搭載し、ユーザの状態を常時センシングす
ることが可能となってきている。また、上記センシングにより得られるユーザの日常生活
の状態を表す情報、つまりライフログ又は体験情報と呼ばれるユーザの行動履歴に関する
情報を開示することで、当該ユーザに対しその行動履歴に応じた各種サービスを提供する
試みがなされている。
【０００３】
　しかしながら、センシングにより得られる情報の中には、ユーザが開示したくない情報
も含まれている場合がよくある。このため、ユーザが安心してサービスを利用できるよう
にするには、ライフログ情報を開示する際にユーザ自身が情報開示の可否を設定できるよ
うにすることが不可欠である。
【０００４】
　そこで、例えば写真をはじめとしたライフログ情報を時間軸上に並べた状態で一覧表示
し、ユーザが確認可能とする技術が提案されている（例えば、非特許文献１を参照。）。
又、Ｗｅｂ情報の閲覧履歴を可視化する技術も提案されている（例えば、特許文献１を参
照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２８００１１号公報
【０００６】
【非特許文献１】J.Rekimoto,“Time Machine Computing: A Timecentric Approach for 
the Information Environment”, ACM, UIST ’99, pp.44-54, 1999
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、先に例示した従来の技術では、ユーザのライフログ情報が時系列でそのまま
表示されるものとなっている。このため、ユーザが利用するサービスの種類や内容に関わ
らずすべてのライフログ情報が、ユーザが情報開示の許否を判断する対象として表示され
る。したがって、情報開示の許否設定に関わるユーザの作業が著しく煩雑になり、情報開
示に多くの手間と時間がかかるという課題があった。　
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、多種類の個
人情報に対しその情報開示の許否を簡単かつ短時間に設定可能とした個人情報開示支援装
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置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためにこの発明の一態様は、データベースに記憶されているユーザ
の行動履歴に関する複数種類からなる複数の個人情報の開示を支援する個人情報開示支援
装置にあって、上記個人情報の各々にその種類を表す識別情報を付加する。この状態で、
上記個人情報の開示要求が入力された場合に、上記データベースから当該開示要求に該当
する複数の個人情報を読み出し、この読み出された複数の個人情報を当該個人情報に付加
された識別情報と予め指定された連結条件をもとに関連性のあるもの同士で種類を超えて
連結する。そして、この連結された複数の個人情報を１つの提示単位として上記ユーザに
提示するように構成したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　したがって、個人情報の開示要求が入力されると、当該開示要求に該当する複数の個人
情報のうち関連性のあるもの同士が種類を超えて連結されて１つの提示単位としてユーザ
に提示される。このため、ユーザは提示された個人情報に対する情報開示の許否設定作業
を上記提示単位ごとに効率良く行えるようになる。　
　すなわち、この発明によれば、多種類のライフログ情報に対しその情報開示の許否を簡
単かつ短時間に設定可能とした個人情報開示支援装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照してこの発明に係わる実施形態を説明する。　
　図１は、この発明の一実施形態に係わる個人情報開示支援装置の機能を備えたユーザ端
末のハードウエアとソフトウエアの構成を示すブロック図、図２は図１に示したユーザ端
末の機能構成を示すブロック図である。
【００１１】
　ユーザ端末は、例えば携帯可能なパーソナル・コンピュータ又は携帯電話機からなり、
マイクロプロセッサからなる中央処理ユニット（ＣＰＵ；Central Processing Unit）１
１を備える。このＣＰＵ１１には、バス１２を介してプログラムメモリ１３及びデータメ
モリ１４が接続され、さらに通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）１５、複数のセンサイン
タフェース（センサＩ／Ｆ）１６１，１６２，…及び入出力インタフェース（入出力Ｉ／
Ｆ）１８が接続されている。
【００１２】
　通信Ｉ／Ｆ１５は、ＣＰＵ１１の制御の下で、図示しない通信ネットワークにより規定
される通信プロトコルに従い、Ｗｅｂサーバとの間でライフログ情報を送信しかつこのラ
イフログ情報に応じたサービス情報を受信するための通信を行う。通信プロトコルとして
は、例えばＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol／Internet Protocol）が使用
される。
【００１３】
　センサＩ／Ｆ１６１，１６２，…にはそれぞれ異なるセンサ１７１，１７２，…が接続
される。センサ１７１，１７２，…は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）セ
ンサ、歩数を計測する万歩計（登録商標）、ユーザの心拍や体温等を計測するバイタルセ
ンサからなる。このうちＧＰＳセンサは、ＣＰＵ１１の制御の下で、図示しない複数のＧ
ＰＳ衛星が送信するＧＰＳ信号をそれぞれ受信する。そして、このＧＰＳセンサが接続さ
れたセンサＩ／Ｆは、上記受信された各ＧＰＳ信号をもとに時刻、緯度及び経度を含むセ
ンシングデータ（位置データ）を求める。
【００１４】
　入出力Ｉ／Ｆ１８には、入力デバイス１９及び表示デバイス２０が接続される。入力デ
バイス１９は、例えばパーソナル・コンピュータやＰＤＡ（Personal Digital Assistant
）であればキーボード、携帯電話機であればダイヤルキーパッドと複数の機能キーにより
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構成される。なお、その他にタッチパネルなどを用いることも可能である。表示デバイス
２０は液晶又は有機ＥＬディスプレイからなる。入出力Ｉ／Ｆ１８は、上記入力デバイス
１９による操作情報をＣＰＵ１１に伝えると共に、ＣＰＵ１１からの指示に従いライフロ
グ情報等の表示データを上記表示デバイス２０に表示させる。
【００１５】
　データメモリ１４には、この発明を実施するために必要なデータベースとして、サービ
ス情報蓄積部１４１と、ライフログ蓄積部１４２と、開示判断情報一時蓄積部１４３が設
けられている。サービス情報蓄積部１４１は、Ｗｅｂサーバから送られるサービス情報を
格納するために用いられる。ライフログ蓄積部１４２は、上記センシングデータをもとに
生成されるライフログ情報を格納するために用いられる。開示判断情報一時蓄積部１４３
は、ライフログ情報に対し設定された開示判断情報を格納するために用いられる。
【００１６】
　プログラムメモリ１３には、この発明を実施するために必要なアプリケーション・プロ
グラムとして、サービス登録／削除制御プログラム１３１と、ライフログ生成プログラム
１３２と、ライフログ連結表示制御プログラム１３３と、開示判断情報設定制御プログラ
ム１３４が格納されている。
【００１７】
　サービス登録／削除制御プログラム１３１は、入力デバイス１９におけるユーザ登録／
削除操作に応じて、Ｗｅｂサーバが提供するサービスに対するユーザ登録処理と、ユーザ
登録を削除する処理を、上記ＣＰＵ１１に実行させる。　
　ユーザ登録処理では、Ｗｅｂサーバからサービスの属性を表す情報を取得して上記サー
ビス情報蓄積部１４１に格納する処理が行われる。サービスの属性を表す情報には、サー
ビス名と、サービスが要求するライフログ情報の種類名と、このライフログ情報を生成す
るために必要なライフログ生成ツール名と、ライフログの種類をグループ化するときのグ
ループ名が含まれる。
【００１８】
　ライフログ生成プログラム１３２は、センサＩ／Ｆから定期的又は必要時に読み込んだ
センシングデータ（位置データ）や、入力デバイス１９においてユーザが手動入力したデ
ータをもとに、その時点でのユーザのライフログ情報を生成して上記ライフログ蓄積部１
４２に記憶させる処理を、上記ＣＰＵ１１に実行させる。　
　ライフログ情報には、ユーザ名と、ライフログの値と、ライフログの種類名と、ライフ
ログの生成に使用したライフログ生成ツール名と、ライフログの形式名と、ライフログの
発生時刻が含まれる。ライフログの形式名としては、“Where”、“Whom”、“What”の
３種類が定義される。“Where”は、場所（地名、施設名、店名など）を表す情報である
。“Whom”は、誰と一緒にいる（いた）かを表す情報である。“What”は、発生した出来
事を表す情報である。
【００１９】
　ライフログ連結表示制御プログラム１３３は、以下の処理を上記ＣＰＵ１１に実行させ
る。　
　(1) 上記ライフログ情報の表示要求が入力された場合に、上記サービス情報蓄積部１４
１からサービスごとにその属性情報を読み出してサービス表示データを生成すると共に、
ライフログ蓄積部１４２から上記サービスに対応するライフログ情報を選択的に読み出し
てライフログ表示データを生成する。そして、この生成されたライフログ表示データを上
記サービス表示データと合成し、この合成された表示データを表示デバイス２０に表示さ
せる処理。　
　(2) 上記ライフログ表示データを生成する際に、ライフログ情報に含まれる時刻情報と
形式名を表す情報をもとに、同一時間帯に含まれる形式の異なる複数種のライフログ情報
を連結する処理。
【００２０】
　開示判断情報設定制御プログラム１３４は、以下の処理を上記ＣＰＵ１１に実行させる
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。　
　(1) 上記ライフログ表示データが表示された状態で、ライフログ情報に対するユーザに
よる開示判断情報の変更要求の入力を受け付け、この変更要求に応じて開示判断情報一時
蓄積部１４３に記憶されている該当する開示判断情報を変更する。　
　(2) 上記変更要求に応じてライフログ表示データを更新し、この更新されたライフログ
表示データを表示デバイス２０に表示させる処理。
【００２１】
　次に、以上のように構成された装置の動作を説明する。　
　（１）サービス情報の登録処理　
　ユーザが入力デバイス１９においてサービスに対する登録要求を入力すると、次のよう
にサービス登録処理が実行される。図３はその処理手順と処理内容を示すフローチャート
である。
【００２２】
　すなわち、上記サービス登録要求が入力されると、ＣＰＵ１１はステップＳ３１におい
て、通信Ｉ／Ｆ１５から該当するＷｅｂサーバに対しアクセスし、当該Ｗｅｂサーバから
サービスの属性を表す情報を取得する。このときサービス属性情報は、サービス名と、サ
ービスが要求するライフログ情報の種類名と、このライフログ情報を生成するために必要
なライフログ生成ツール名が、例えば図５に示すようにファイル形式で記述されたものと
なっている。しかし、ライフログ情報の種類名だけだと、ユーザにとってはどのような種
類を表すライフログであるか理解しにくい。そこで、ＣＰＵ１１はステップＳ３２により
、複数のライフログの種類をまとめてグループ化し、グループごとに名前を付ける。そし
て、このグループ名を付加したサービス属性情報をデータメモリ１４内のサービス情報蓄
積部１４１に格納する。図６はこのサービス情報蓄積部１４１に格納されるサービス属性
情報の一例を示すものである。
【００２３】
　（２）サービス情報の削除処理　
　ユーザがサービス削除要求を入力すると、登録済みのサービス属性情報の削除が以下の
ように行われる。図４はその処理手順と処理内容を示すフローチャートである。　
　サービス情報の表示要求を入力すると、ＣＰＵ１１は先ずステップＳ４１において、サ
ービス情報蓄積部１４１から登録済みのサービス属性情報を読み出してその一覧リストを
表示デバイス２０に表示させる。この状態でユーザが、入力デバイス１９により削除対象
のサービス属性情報を指定したのち削除操作を行うと、ＣＰＵ１１はステップＳ４２にお
いて、上記指定された削除対象のサービス属性情報をサービス情報蓄積部１４１から消去
する。
【００２４】
　（３）ライフログ情報の蓄積処理　
　上記サービス情報の登録がなされると、以後ユーザ端末では登録されたサービスを利用
する上で必要なライフログ情報の蓄積処理が以下のように行われる。　
　すなわち、ＣＰＵ１１は定期的にセンサＩ／Ｆ１６１，１６２，…からセンシングデー
タを読み込み、この読み込んだ各センシングデータをもとにその時点でのユーザのライフ
ログ情報を生成して上記ライフログ蓄積部１４２に記憶させる。また、ユーザが入力デバ
イス１９において一緒に行動している人の名前や出来事名などを入力した場合にも、ＣＰ
Ｕ１１は当該入力データをもとにライフログ情報を生成して、上記ライフログ蓄積部１４
２に記憶させる。
【００２５】
　図８は、こうしてライフログ蓄積部１４２に蓄積されたライフロログ情報の一例を示す
ものである。同図に示したようにライフログ情報は、ユーザ名と、ライフログの値と、ラ
イフログの種類名と、ライフログの生成に使用したライフログ生成ツール名と、ライフロ
グの形式名と、ライフログの発生開始時刻と終了時刻により構成される。ライフログの形
式名は、“Where”、“Whom”、“What”の３種類からなる。“Where”は、場所（地名、
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施設名、店名など）を表す情報である。“Whom”は、誰と一緒にいる（いた）かを表す情
報である。“What”は、発生した出来事を表す情報である。
【００２６】
　（４）全ライフログ情報の表示処理　
　表示モードとして、ユーザが全ライフログ表示モードを指定入力すると、ユーザ端末で
は以下のように表示制御が行われる。図７はその処理手順と処理内容を示すフローチャー
トである。　
　すなわち、ＣＰＵ１１は、先ずステップＳ７１においてデータメモリ１４内のサービス
情報蓄積部１４１に格納されている全てのサービス属性情報を読み出し、このサービス属
性情報からサービス名を抽出する。そして、ステップＳ７２により、上記抽出されたサー
ビス名の数だけサービスタブを設定し、さらにステップＳ７３により上記設定した各サー
ビスタブにそれぞれ例えば図９に示すようにサービス名を表示する。
【００２７】
　ＣＰＵ１１は、次にステップＳ７４においてデータメモリ１４のライフログ蓄積部１４
２から、上記サービスタブを設定したサービスごとに、該当するライフログ情報を読み出
す。続いてステップＳ７５において、上記読み出したライフログ情報から形式名が“What
”の情報を抽出し、この抽出した“What”の情報ごとに当該“What”の情報と発生時刻が
同一時間帯に含まれる、形式名が“Whom”の情報と“Where”の情報を検索する。そして
、ステップＳ７６において、上記“What”の情報ごとに、上記検索された同一時間帯に含
まれる“Whom”の情報と“Where”の情報を、「“What”情報・“Whom”情報＠“Where”
情報」のように連結する。そして、この連結されたライフログ情報を、上記サービスタブ
のうち対応するタブの表示データに重畳して表示デバイス２０に表示させる。図９はその
表示結果の一例を示すもので、ライフログ情報は時系列に並べた状態で表示される。
【００２８】
　ライフログ情報の連結処理の一例を図１０に示す。すなわち、いま仮にライフログ情報
が図８に示すようにライフログ蓄積部１４２に蓄積されていたとする。この場合ＣＰＵ１
１は、形式名が“What”と定義された「バラエティ」、「ドラマ」、「ニュース」等に対
して、同一時間帯に“Whom”及び“Where”としてそれぞれ定義された情報「友人宅」等
を検索し、この検索された「友人宅」等を上記「バラエティ」、「ドラマ」、「ニュース
」等と連結する。この結果、「バラエティ＠友人宅」、「ドラマ＠友人宅」、「ニュース
＠友人宅」のように、従来であれば独立して表示される種類（形式）の異なる複数のライ
フログ情報が連結された状態で表示される。
【００２９】
　なお、上記ライフログ情報の表示形態は、ユーザのＧＵＩ（Graphical User Interface
）操作により時間粒度を変化させたり、時間軸方向にスクロールすることが可能である。
図１１及び図１２はその一例を示すものである。すなわち、図１１に示すように表示画面
には時間粒度コントロール用のスライドバーが表示され、ユーザがこのスライドバーを操
作すると、時間粒度つまり時間当たりの表示密度が変化する。また、図１２に示すように
表示画面に時間軸移動バーを表示し、この時間軸移動バーをユーザが操作すれば、ライフ
ログ情報の表示が時間軸方向にスクロールされる。
【００３０】
　（５）サービスが選択されたときのライフログ情報の連結表示処理　
　表示モードとして、ユーザがサービス別のライフログ表示モードを指定すると、ユーザ
端末では以下のように表示制御が行われる。図１３はその処理手順と処理内容を示すフロ
ーチャートである。
【００３１】
　すなわち、ＣＰＵ１１は、先ずステップＳ１３１においてユーザによるサービスの種類
の選択入力を受け付ける。サービスの種類が選択入力されると、次にステップＳ１３２に
おいてデータメモリ１４内のサービス情報蓄積部１４１から、上記選択されたサービスを
利用する上で必要なライフログ情報の種類名を表す情報を読み出す。そして、ステップＳ
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１３３において、上記読み出されたライフログ情報の種類名に対応するライフログ情報を
ライフログ蓄積部１４２から読み出す。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は、続いてステップＳ１３４において、上記読み出したライフログ情報から
形式名が“What”の情報を抽出し、この抽出した“What”の情報ごとに当該“What”の情
報と発生時刻が同一時間帯に含まれる、形式名が“Whom”の情報と“Where”の情報を検
索する。そして、該当する情報が検索されれば、ステップＳ１３５において上記“What”
の情報ごとに、上記検索された同一時間帯に含まれる“Whom”の情報及び“Where”の情
報を、図１０に示したように「“What”情報・“Whom”情報＠“Where”情報」のように
連結する。そして、この連結されたライフログ情報を、上記選択されたサービス種別に対
応するタブの表示データに重畳して表示デバイス２０に表示させる。
【００３３】
　（６）ライフログ開示許否の指定受付処理　
　ライフログ情報が表示された状態でユーザが開示許否の指定操作を行うと、ユーザ端末
では以下のようにライフログ情報に対する開示判断情報の設定処理が行われる。図１４は
その処理手順と処理内容を示すフローチャート、図１５は処理動作を説明するための図で
ある。
【００３４】
　すなわち、ステップＳ１４２によりライフログ情報が表示された状態で、ＣＰＵ１１は
図１５に示すようにステップＳ１５１において、該当するサービスが必要とするライフロ
グ情報の種類をその操作ガイダンスと共に表示デバイス２０に表示させる。この状態でユ
ーザが入力デバイス１９を操作して、上記表示されたライフログ情報の種類のうち開示し
たくないライフログ情報の種類を選択（例えばチェックを外す）したとする（ステップＳ
１５２）。そうするとＣＰＵ１１は、ステップＳ１４３により上記開示可否の変更要求を
受け付け、ステップＳ１４４に移行して開示可否情報を変更すると共に、開示判断情報一
時蓄積部１４３に蓄積されている対応する開示判断情報をステップＳ１４５により更新す
る。
【００３５】
　またそれと共にＣＰＵ１１は、ステップＳ１４１において、上記更新された開示可否情
報に応じて、開示が拒否された種類に該当するライフログ情報を表示対象から外してライ
フログ情報の表示データを再構成する。そして、この再構成された表示データをステップ
Ｓ１４２により表示デバイス２０に表示させる。例えば、いま図１５に示すようにライフ
ログの種類のうち、「自分の視聴（予定）番組」を開示対象から除外するべくそのチェッ
クを外すと、ステップＳ１５３のように「自分の視聴（予定）番組」に該当するライフロ
グ情報が非表示となる。
【００３６】
　また、上記開示許否の設定処理はライフログ情報の種類ごとに行う以外に、ライフログ
情報のデータごとに行うようにしてもよい。図１６はこのデータごとに開示許否の設定を
行う場合の動作例を示す図である。すなわち、ステップＳ１６１においてユーザは表示中
のライフログ情報の各データのうち開示を許可しないデータを個別に選択指定する。そう
するとＣＰＵ１１は、ステップＳ１６１において上記選択指定されたデータを認識し、こ
の選択指定されたデータを開示対象から除外するべく開示判断情報を更新すると共に、ス
テップＳ１６２において当該データを非表示とする。例えば、図１６においてユーザが「
アニメ＠ＴＶ」を開示しないデータとして選択指定すると、このデータが開示対象から除
外されると共に、非表示に設定される。
【００３７】
　なお、ライフログ情報の種類ごとに開示許否の設定を行う場合、及びデータごとに開示
許否の設定する場合のいずれの場合でも、上記開示対象から除外された種類のライフログ
情報の表示方法としては、非表示とする以外に、文字色を開示対象のライフログ情報の文
字色とは異なる色にしたり、文字の表示濃度を薄くしたり、文字の表示サイズを小さくす
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るといったものが考えられる。
【００３８】
　（７）開示判断後のライフログ情報の生成処理　
　上記開示可否の設定処理の終了後に、ユーザが入力デバイス１９により「送信ボタン」
を押下したとする。そうするとＣＰＵ１１は、ステップＳ１４６により上記送信ボタンの
操作を開示判断の決定命令と見なし、開示判断後のライフログ情報の生成処理に移行する
。図１７はその処理手順と処理内容を示すフローチャートである。
【００３９】
　ユーザからの開示判断決定命令が入力されると、ＣＰＵ１１はステップＳ１７１からス
テップＳ１７２に移行し、開示判断情報一時蓄積部１４３から更新後の開示判断情報を読
み出す。続いてステップＳ１７３において、上記読み出した開示判断情報をもとに、各ラ
イフログ情報に対しそれぞれ開示／非開示を表す情報を付加する。そして、ステップＳ１
７４により開示判断済ライフログ記述ファイルを生成する。図１８はこの開示判断済ライ
フログ記述ファイルの一例を示すもので、Ｗｅｂサーバに送信される。
【００４０】
　以上述べたようにこの実施形態では、ライフログ生成プログラム１３２の制御の下で、
ライフログ情報をその形式を表す情報“What”、“Whom”、“Where”を付加してライフ
ログ蓄積部１４２に蓄積する。そして、ライフログ情報の表示要求の入力に応じて、ライ
フログ連結表示制御プログラム１３３の制御の下、上記ライフログ蓄積部１４２からサー
ビス種別ごとに該当するライフログ情報を読み出し、この読み出された複数のライフログ
情報を同一時間帯に含まれるもの同士で「“What”情報・“Whom”情報＠“Where”情報
」のように連結して、表示デバイス２０に表示させるようにしている。
【００４１】
　したがって、ライフログ情報のうち同一時間帯に含まれるもの同士がその種類（形式）
を超えて連結されて１つの表示データとして表示される。このため、ユーザは表示された
ライフログ情報に対する情報開示の許否設定を上記表示データごとに効率良く行うことが
可能となり、これにより情報開示の許否を簡単かつ短時間に設定できるようになる。
【００４２】
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、前記実施形態では
同一時間帯に含まれる“What”情報、“Whom”情報、“Where”情報を連結するようにし
たが、同一地域内における“What”情報及び“Whom”情報を“Where”情報と連結したり
、同種の出来事に対応する“Whom”情報及び“Where”情報を“What”情報と連結するよ
うにしてもよい。
【００４３】
　また、行動履歴に関する情報には、万歩計（登録商標）のセンシングデータをもとに生
成されるユーザの移動速度又は移動距離を表す情報や、バイタルセンサのセンシングデー
タをもとに生成されるユーザのバイタル情報や安否情報等を含めるようにしてもよい。そ
の他、ライフログ情報の種類や構成、ライフログ情報の表示フォーマット、表示されたラ
イフログ情報に対する開示許否の設定手法、ユーザ端末の種類とその構成等についても、
この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【００４４】
　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】この発明の一実施形態に係わる個人情報開示支援装置の機能を備えたユーザ端末
のハードウエアとソフトウエアの構成を示すブロック図である。
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【図２】図１に示したユーザ端末の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示したユーザ端末におけるサービス情報の登録処理手順と処理内容を示す
フローチャートである。
【図４】図１に示したユーザ端末におけるサービス情報の削除処理手順と処理内容を示す
フローチャートである。
【図５】サービス情報の記述ファイルの一例を示す図である。
【図６】サービス情報の記憶結果の一例を示す図である。
【図７】ライフログ情報の表示処理の手順と内容を示すフローチャートである。
【図８】ライフログ情報の記憶結果の一例を示す図である。
【図９】ライフログ情報の表示結果の一例を示す図である。
【図１０】ライフログ情報の連結結果の一例を示す図である。
【図１１】ＧＵＩ操作による時間粒度の変更例を示す図である。
【図１２】ＧＵＩ操作による時間軸方向のスクロール例を示す図である。
【図１３】サービスが選択されたときのライフログ情報の連結表示処理の手順と内容を示
すフローチャートである。
【図１４】開示判断情報の変更要求の入力に応じたライフログ情報の表示更新処理の手順
と内容を示すフローチャートである。
【図１５】ライフログ情報に対しその種類ごとに開示の許否を指定する処理の一例を示す
図である。
【図１６】ライフログ情報に対しそのデータごとに開示の許否を指定する処理の一例を示
す図である。
【図１７】開始時判断済のライフログ情報の生成処理の手順と内容を示すフローチャート
である。
【図１８】開示判断済ライフログ情報の記述ファイルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１１…ＣＰＵ、１２…バス、１３…プログラムメモリ、１４…データメモリ、１５…通
信インタフェース、１６１，１６２，…センサインタフェース、１７１，１７２，…セン
サ、１８…入出力インタフェース、１９…入力デバイス、２０…表示デバイス、１３１…
サービス登録／削除制御プログラム、１３２…ライフログ生成プログラム、１３３…ライ
フログ連結表示制御プログラム、１３４…開示判断情報設定制御プログラム、１４１…サ
ービス情報蓄積部、１４２…ライフログ蓄積部、１４３…開示判断情報一時蓄積部。
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